
                                  報 告（２） 

                                令和 3 年 5 月 27 日 

 

専決処分の報告について 

 

 熊本市奨学金返還金の支払督促の申立てに係る訴えの提起について、熊本市長の専決 

処分事項に関する条例（昭和 41 年条例第 25 号）第 4 号の規定に基づき専決処分し、市 

議会に報告を行うもの。 

 

１ 相手方 

  熊本市奨学金返還金の滞納者本人 

 

２ 訴えの趣旨 

  相手方に対し、熊本市奨学金返還金に係る滞納額等を請求する。 

 

３ 訴えの概要 

   相手方は、熊本市奨学金返還金の滞納者本人である。滞納者は熊本市奨学金条例（平

成 14 年条例第 18 号）に基づく奨学金の貸付を受け、返還について誠実にその義務を 

履行することを誓約したが、一部の返済をした後に未納となり、滞納額が発生した。 

 その後、督促を行ってきたが、滞納額 860,231 円を支払わないため、令和 3 年 3 月

22 日に民事訴訟法（平成 8 年法律第 109 号）第 383 条の規定に基づき、熊本簡易裁判

所書記官に対し、熊本市奨学金返還金の滞納額等について、相手方を債務者として支払

督促の申し立てを行った。 

これに対して、相手方から督促異議の申立てがなされたため、同法第 395 条の規定

により、支払督促の申立ての時に訴えの提起があったものとみなされることとなった。 

 

４ 市議会への報告議案 

  別紙のとおり 
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報   第   １３   号   

令和 ３年 ５ 月２０日提出   

 

専決処分の報告について 

 

熊本市奨学金返還金の支払督促の申立てに係る訴えの提起について、次のように専

決処分したので、これを報告する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市奨学金返還金の支払督促の申立てに係る訴えの提起についての専決処分 

 

１ 相   手   方  熊本市奨学金返還金の滞納者 

２ 件      数  １件 

３ 金      額  ８６０，２３１円 

４ 督促異議の申立日  令和３年４月６日 

５ 専   決   日  令和３年４月３０日 

 

（提出理由） 

奨学金返還金の支払督促の申立てに係る訴えの提起について、熊本市長の専決処

分事項に関する条例（昭和４１年条例第２５号）第４号の規定に基づき専決処分し

たので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第２項の規定に基づき、

市議会に報告するものである。 
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